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歴史まちづくり法制度と歴史的風致維持向上計画の概要について 

 

 

歴史まちづくり法（正式名：地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20年法

律第 40号））制度及び「村上市歴史的風致維持向上計画」の概要は、下記のとおりです。 

 

 

記 

 

 

１ 歴史まちづくり法制度の概要 

別紙）歴史まちづくりパンフレット【資料１－１】及び別紙）歴史まちづくり法制度

と歴史的風致維持向上計画の概要について【資料１－２】のとおり 

 

 

２ 村上市歴史的風致維持向上計画の概要 

別冊）村上市歴史的風致維持向上計画及び別紙）歴史まちづくり法制度と歴史的風

致維持向上計画の概要について【資料１－２】のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告⑴ 
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歴史まちづくりに関する取り組み状況について 

 

 

平成 30年度の歴史まちづくりに関する取り組みは、下記のとおりです。 

 

 

記 

 

 

１ 歴史まちづくりに関する取り組み状況 

別紙）平成 30年度「歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事業」一覧【資料２

－１】及び歴史まちづくりに関する取り組み状況について【資料２－２】のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告⑵ 
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村上市歴史的風致維持向上計画の変更について 

 

 

平成 30年度「村上市歴史的風致維持向上計画」の変更内容については、下記のとおりです。 

 

 

記 

 

 

●歴史的風致形成建造物指定候補の追加(第７章) 

・16件の建造物を歴史的風致形成建造物指定候補に追加 

 

●歴史的風致形成建造物指定候補の追加に伴う建造物の説明文の追加(第２章) 

・第２章(維持向上すべき歴史的風致)に記載の無い建造物の説明文を追加 

・第２章(維持向上すべき歴史的風致)に記載された建造物の説明文を補足 

 

●指定済みの歴史的風致形成建造物と指定候補を区別(第７章) 

・指定済みの歴史的風致形成建造物と指定候補建造物を区別し表記 

 

●歴史的風致維持向上施設の整備・管理に関する事業名と事業内容の修正(第６章) 

・単事業を記載していたが類似事業を総括した事業名、事業概要を修正 

 

●歴史的風致維持向上施設の整備・管理に関する事業の支援事業名を修正(第６章) 

・国費を活用している道路美装化事業、無電柱化事業の支援事業名を国費名に修正 

 

●歴史的風致維持向上協議会委員名簿の修正(序章) 

・第１期の委員委嘱期間の満了に伴い委員名簿を時点修正 

・協議会委員名簿の修正に伴う策定委員会委員名簿の修正(名簿の整合) 

 

●語句の修正や文章構成の入れ替え、写真の追加 

・文言を適正な表現に修正 

・文章構成(記載順)を入れ替え 

 

参考資料：平成 30年度「村上市歴史的風致維持向上計画変更箇所」一覧【資料３－１】 

歴史的風致維持向上計画の変更について【資料３－２】 

歴史的風致形成建造物指定候補リスト（平成 30年度追加分）【資料３－３】 

 

議事⑴ 
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今後の歴史まちづくりに関する取り組みについて 

 

 

今後の歴史まちづくりに関する取り組みについては、下記のとおりです。 

 

 

記 

 

 

●歴史的建造物の保存・活用に関する取り組み 

・「村上城跡」や「平林城跡」「若林家住宅」等の文化財等の保存事業の継続 

・国費を活用した市指定有形文化財の保存 

・伝統的建造物群保存地区指定に向けた検討 

・歴史的風致形成建造物の指定と指定候補の追加 

・歴史的風致形成建造物指定候補の追加に伴う建築年代調査の実施 

・「歴史的風致形成建造物保存事業」の継続と普及啓発 

・まちづくり団体等と連携した歴史的建造物の活用(武家住宅・町家の活用) 

 

●歴史的町並み環境の保全・形成に関する取り組み 

・「建造物外観修景事業」や「景観形成助成金」の継続と普及啓発 

・無電柱化に向けた電線管理者との調整 

・無電柱化に影響のない路線の道路美装化 

・関係行政機関と連携した町並み景観の保全 

・歴史的建造物や町並み景観に影響を与える道路整備の見直し 

・まちづくり団体と連携した町並み景観の保全 

※市で補助金交付対応が不可能な建造物等の外観修景行為への助成 

 

●後継者等の育成・確保と地域力の強化に関する取り組み 

・村上堆朱のプロモーションや後継者育成支援のための補助金の継続 

・日本遺産の認定を目指したストーリーの組み立て 

 

参考資料 今後の歴史まちづくりに関する取り組みについて【資料４】 

 

議事⑵ 
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○村上市歴史的風致維持向上協議会条例 

平成 28年３月 22日 

条例第 25号 

（設置） 

第１条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20年法律第 40号。以下「法」という。）第

11条第１項の規定に基づき、村上市歴史的風致維持向上協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議する。 

⑴ 法第５条第１項に規定する歴史的風致維持向上計画（以下「計画」という。）の作成及び変更に関する協議

を行うこと。 

⑵ 法第５条第８項の認定を受けた計画の実施に係る連絡調整を行うこと。 

⑶ その他歴史的風致の維持及び向上に関し必要な事項について協議を行うこと。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員 20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 関係団体を代表する者 

⑶ 関係行政機関の職員 

⑷ その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第６条 協議会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を

聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、都市計画課において処理する。 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成 20年村上市条例第 46号）に定めるところによる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成 28年４月１日から施行する。 

参 考 


